
特 記 仕 様 書 

第１章  総  則 

第１条 適 用 

１ この特記仕様書は、かすがい西保育所園舎改築に伴う建物物件等補償調査業務（以下 

「本業務」という。）に適用する。 

２ 本業務は、かすがい西保育所園舎の用地調査業務を行うものであり、本特記仕様書に記載の

ない事項は、山梨県県土整備部測量業務共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）、公共測量

作業規定及び用地調査等業務共通仕様書（国土交通省関東地方整備局）を準用する。 

第２条 調査作業範囲 

本業務の調査作業範囲は、別途図面及び監督員が指示する範囲とする。 

第３条 土地への立ち入り等 

共通仕様書第１１7条によるが、現地作業は事前に監督員に作業開始日を連絡するとともに、 

 なお、受注者が第３者の土地に立ち入った際に生ずる踏み荒らし、地物の破損、もしくは使用困

難を来したものについては、その都度速やかに受注者の責任において現況復旧または補償しなけれ

ばならない。 

第２章 業務内容 

第４条  業務の目的 

かすがい西保育所園舎改築に伴う建物物件等補償調査業務行うものであり、起業地及び起業地

内の補償物件の調査及び算定を行うものである。業務目的を十分に把握し、目標を達成するも

のとする。 

第５条 業務内容 

本業務の作業内容及び作業量は以下の通りである。 

＜用地調査業務＞ 

1 共通 

1) 共通

・打合せ協議（中間 1 回） １業務 

・作業計画の策定 １業務 

2 建物等の調査

1)建物等の調査

・準備打ち合わせ  １業務 

・木造建物   １棟 

・非木造建物(200㎡未満)  １棟 

・非木造建物(200㎡以上～400㎡未満)  １棟 

2)工作物の調査  1式 

・機械設備に関する調査  1事業所 

・付帯工作物  1式 

・立竹木に関する調査  450ｍ2 

 ３  営業その他調査 

1)営業その他調査

・動産に関する調査(事務所)   1式 

・動産に関する調査(工場)  1式 

4  消費税等調査 

1)消費税等調査

・消費税等調査        1事業者 



第３章 そ の 他 

第６条 成果品の提出 

提出する成果品は、次のとおり提出すること。 

電子媒体（ＣＤ－Ｒ） ２部

紙による報告書 ３部 

また、報告書の各章にはインデックスを貼り付け見やすくすること。表紙は監督員と協議するこ

と。 

概算金額について令和７年１１月２８日までに提出すること。 

第７条 履行期限 

    契約日の翌日から令和８年１月３０日まで 

第８条 その他 

１ 提出された成果品に不明瞭な点及び誤り等が生じたときは、成果品引き渡し後についても、

監督員の指示に従い速やかに訂正すること。 

2 この仕様書に記載されていない事項、及びこの仕様書に疑義が生じた場合は監督員と協議

し、その指示に従うものとする。 


